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 医療用品 04 整形用品  

 
     一般医療機器 アイパッド 
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 貼る眼帯EM 
再使用禁止 

   

・使用後は感染防止に留意し廃棄してください。 

・斜視・弱視訓練用ではありません。 

・ご使用は機能、衛生上1枚1回限りとしてください。 

・直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。 

・お子様の手の届かない所に保管してください。 

・本品は滅菌済ですので、個包装を破らないように保管し、開封後はすみやかにご

使用ください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。 

 

＜有効期間＞ 

パッケージに表示［自己認証による。］ 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造販売業者＞ 

氏名：新タック化成株式会社 

住所：香川県三豊市豊中町上高野4148番地 

電話番号：0875-62-6555（代表） 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状・構造＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図 

 

 

 

 

 

 

 

・粘着テープ  ：ポリエステル不織布 

 アクリル系粘着剤 

・パッド      ：ポリエチレンネット状フィルム両面付脱脂綿 

 

＜原理＞ 

パッドとそれを固定する用途の粘着テープからなる。眼の保護又は、分泌

物の吸収に用いる。 

 

【使用目的又は効果】 

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。 

 

【使用方法等】 

・眼の周りを清潔にしてください。 

①はくり紙をひらいてください。(粘着面及びパッド部に手が触れないようにご

注意ください。) 

②粘着剤がついていない方を上(眉毛側)にしてください。 

③パッド部が眼を覆うように当て、はくり紙をはがしながら貼ってください。 

※皮膚に水分・クリーム・汚れ等が残っていると密着性が損なわれますの

で、きれいにふき取ってからご使用ください。 

 

【使用上の注意】 

・本品の使用により「発疹」「発赤」「かゆみ」等の症状が現れた場合には使

用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。 

・粘着面を傷や湿疹、かぶれ等の患部に貼らないでください。 

・個包装が開封・破損している場合は使用しないでください。 

・本品の使用前にパッドに異常がないことをご確認ください。 

・本品の使用中にパッド部分が汚れたり水に濡れた時は、新しいものに貼り

かえてください。 

・本品の使用中は歩行や階段の昇り降りにご注意ください。また、本品の使

用中に自転車等の運転はお避けください。 

・本品の使用中に粘着剤のにおいを感じる場合がありますが、製品の異常

ではありません。 

・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激にはがし

たりしないでください。 
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